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Ⅰ 補正予算

¡ 議案第１号 令和２年度 宮崎県一般会計補正予算（第４号）

商工観光労働部一般会計歳出

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

４４，７７０，７５７ ２，２２３，２１２ ４６，９９３，９６９

¡ 議案第12号 令和２年度 宮崎県一般会計補正予算（第５号）

商工観光労働部一般会計歳出

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

４６，９９３，９６９ ６，９５１,５３３ ５３,９４５,５０２

債務負担行為 限度額の変更

（単位：千円）

事 項 期 間 限度額

令和２年度中小企業 令和２年度から （変更前） １８５，０００

融資制度損失補償 令和18年度まで （変更後） ２６０，０００

（商工政策課）
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４月補正後予算額　  ４４８億９，６７３万１千円

５月専決処分額　　　　   ３億０，７０８万４千円　（補正予算第３号）

６月補正予算額（案）　２２億２，３２１万２千円 　（補正予算第４号）

６月補正予算額（案）　６９億５，１５３万３千円 　（補正予算第５号）

補正後の額　　　　　 ５４３億７，８５６万０千円

○課別予算一覧
会 ４月補正後

予算額 補正後の額
計 （ア） （イ） （ウ） （エ） (ア）＋（イ）＋（ウ）＋（エ）

千円

39,031,536 307,084 929,100 6,951,533 47,219,253

一 1,314,846 0 421,865 0 1,736,711

般 1,350,507 0 9,040 0 1,359,547

会 747,322 0 244,529 0 991,851

計  観光推進課 1,235,933 0 480,250 0 1,716,183

783,529 0 138,428 0 921,957

計 2,019,462 0 618,678 0 2,638,140

44,463,673 307,084 2,223,212 6,951,533 53,945,502

363,819 0 0 0 363,819

69,239 0 0 0 69,239

433,058 0 0 0 433,058

44,896,731 307,084 2,223,212 6,951,533 54,378,560

６月補正(第５号)
予算額（案）

令和２年度　商工観光労働部予算（案）

　　計

課　　　　　　　　名
５月専決処分額
補正（第３号）

６月補正（第４号）
予算額（案）

 商工政策課

 企業振興課

 雇用労働政策課

 企業立地推進局
 企業立地課

観
光
経
済
交
流
局

 オールみやざき
 営業課

 商工政策課

特
別
会
計

 観光推進課

計

商工観光労働部　合計
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６月補正予算案に係る基本的な考え方 

商工観光労働部 

 

１ 県内経済の概況 

  宮崎財務事務所「宮崎県内経済情勢報告」（令和２年４月）では、「県内経済は新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、経済活動が抑制される中、足下で急速に下押しされ

ており、厳しい状況にある」と判断。また、日本銀行宮崎事務所「宮崎県金融経済概況」

（６月５日発表）でも、「宮崎県の景気は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によ

り、厳しさを増している」としている。 
 また、民間信用調査会社によるアンケート調査では、売上が前年同月比でマイナスと

回答した企業は64.5％と、前月３月の57.9％より6.6ポイント悪化しており、「企業活

動に影響が出ている」または「今後出る可能性がある」と回答した企業は全体の97.0％

となっている。 
雇用関係では、宮崎労働局「一般職業紹介状況」（令和２年４月分）によると、本県の

有効求人倍率は、1.20倍と前月より0.08ポイント低下しており、「雇用失業情勢は、求

人が求職を上回って推移しているが、求人が減少しており、新型コロナウイルス感染症

が雇用に与える影響に十分注意する必要がある。」としている。 
 

 

 

 

 

 

 

２ 国における事業者支援の取組 

  ４月の第１次補正予算に続き、事業規模が100兆円を超える第２次補正予算が措置さ

れ、事業者に対する大規模な経済対策が講じられている。 
 

（１）持続化給付金 

    売上が前年同月比50％以上減少した法人に200万円、個人事業主に100万円を給

付。第２次補正予算では、今年創業した事業者も対象とするなど対象等を拡充。 
  （本県の状況・対応） 
   ・ 原則、オンラインによる申請であり、国では、インターネット環境のない事業

者の申請をサポートするため、全国に順次サポートセンターを設置。 
県内でも６月10日時点で９カ所に設置。（宮崎市、都城市、延岡市、日南市、

小林市、日向市、串間市、西都市、高鍋町） 

既に影響が出て
いる 72.6%

今後影響が出る
可能性がある

24.4%

影響がない 3.0%

・「既に影響が出ている」と回答した企業は、4 月上

旬調査では 57.3％であったが、今回調査では

72.6％と 15.3 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇。 
・小売業の 9 割以上が「既に影響が出ている」と回

答。またｻｰﾋﾞｽ業、製造業でも８割以上が回答。 

民間信用調査会社アンケート調査（宮崎県） 
（5 月上旬実施 N=135） 
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・ 高齢者など、オンラインに不慣れまたはオンライン環境にない事業者も多いこ

とから、サポートセンターの拡充など、事業者が申請しやすい環境を取るよう国

に対して強く要望。 
 
（２）雇用調整助成金 

  売上が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時

的に休業させることにより雇用を維持する場合に、休業手当等の一部を事業者へ助

成。これまで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、助成率の引き上げや支

給要件の緩和などが順次図られてきたところ。 
  第２次補正予算では、同助成金の上限を１日 8,330 円から 15,000 円に引き上げ

る。また、休業手当を受けられない中小企業の労働者に対し、自ら申請できる制度

も創設。 
（本県の状況・対応） 
 ・ 宮崎労働局における申請件数等 
   申請件数：371件、支給決定件数：242件（５月29日現在） 
 ・ 同助成金の利用促進を図るため、申請にあたっては更なる手続の簡略化、窓口

体制の充実を国に対して要望。 
 

（３）家賃支援給付金 

   第２次補正予算で、売上が大幅に落ち込む事業者に対し、法人では月額100万円、

個人事業者では月額50万円を上限に、支払家賃の2/3（一定の金額を超える場合は

1/3）を６ヶ月分支給する制度を創設。 
 
（４）資金繰り等の支援 

   日本政策金融公庫や民間金融機関の無利子融資などの融資枠の拡充に加え、地域

経済活性化支援機構や中小企業基盤整備機構を通じた資本支援を行う。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

   地方公共団体が地域の実情に応じて行う取組に対する同交付金について、当初の

１兆円に加え、第２次補正予算で２兆円増額。 

 

３ 県における事業者支援の取組 

  １月に中小企業特別相談窓口を開設し、事業者からの相談に応じるとともに、３月に

は事業者の資金繰りに対応するため、県独自の緊急対策貸付を創設。また４月補正によ

る緊急経済対策、５月の専決処分を行い、県内事業者への様々な支援に取り組んでいる。 

 （１）事業の継続への取組 

① 中小企業融資制度による資金繰り支援 

    「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」の期間を延長。全国統一要件による

「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、保証料補助及び利子補給を実施。 

同感染症関連の融資枠340億円を確保（予算額3,262百万円）。 
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区分 保証承諾実績 融資実績 
件数 金額 件数 金額 

３月 96 1,081,600 59 708,800 

４月 816 10,947,840 557 7,959,230 

５月 2,070 32,135,908 1,810 27,259,890 

計 2,982 44,165,348 2,426 35,927,920 
（5月末日現在） 

 
   ② 小規模事業者事業継続給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年１～４月のいずれかの月の売上

が前年同月と比べ、７５％以上減少している経営環境が厳しい小規模事業者に対

し、２０万円の給付金を支給（予算額1,017百万円）。 
申請書受付件数 支給済件数 支給額 
４，９４６件 ４，４８９件 ８億９，７８０万円 

 （5月末日現在） 
 

③ 休業要請協力金 

新型インフルエンザ等対策特別措置法による県の休業要請に応じた施設（スナ

ック、バーなどの遊興施設やパチンコ店などの遊技施設）を運営する事業者に対

し、１０万円の協力金を支給（予算額350百万円）。 

申請書受付件数 支給済件数 支給額 
１，９４５件 １，６１４件 １億６，１４０万円 

（5月末日現在） 
  

 ④ 宿泊事業者誘客準備支援事業 

宿泊事業者が行う安全・安心の確保等の受入環境整備に対する支援や、県民旅

行応援キャンペーンを実施（予算額300百万円）。 

ア 受入環境整備 申請件数 ２６３件（６月10日現在） 

   イ 県民旅行応援キャンペーン ６月１９日（金）販売開始 

 

（２）企業の採用活動支援 

   ① インターネットを活用した合同企業説明会 

県内企業の採用活動や新規学卒者の就職活動を支援するため、インターネット

を活用した合同企業説明会を７月下旬に開催予定（予算額13百万円）。 
 

（３）県内消費喚起策 

   ① 県産品応援消費キャンペーン事業 

     県産品や県産食材などの「地産地消による応援消費」の取組を展開（総合政策

部）。あわせて、インターネット販売を活用した県産品の応援消費キャンペーンを

実施（予算額24百万円）。 
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内  容 みやざき物産館ＫＯＮＮＥインターネットショップで販売価格の最

大3割のデジタルクーポンを発行（5月14日(木)～8月9日(日)） 

発行枚数 1,500円券×4,000枚、3,000円券×1,000枚 

 

 

   ② プレミアム付食事券 (総合政策部) 

     コロナウイルスの影響を受けた飲食店を支援するため、プレミアム付食事券を

発行するとともに、感染拡大防止対策に取り組むための必要な資機材の導入費用

を補助。 

販売金額 額面6,500円の食事券を5,000円で販売 

販売開始 ６月12日(金) 予約の上で、各商工会議所、商工会で購入 

対象施設 感染症対策に取り組む飲食店 

  
 
４ 県内市町村における事業者支援の取組 

  各市町村において、地域の実情に応じて、事業者への給付金や家賃補助、商品券の発

行、応援消費などの消費喚起策など、様々な取組が行われている。 
  各市町村の取組は、９～10ページのとおり。 

 

５ ６月補正予算案に係る基本的な考え方 

  感染拡大防止による外出自粛や消費マインドの落ち込み、生産の低下などに伴い、幅

広い業種の県内事業者が甚大な影響を受けていることから、これまで緊急的に雇用の維

持と事業の継続を図るための支援に取り組んできた。 
このような中で、５月25日に緊急事態宣言が全国的に解除され、社会経済活動が段階

的に再開されることとなり、今後は感染症の拡大防止に努めながら、地域経済の活動を

再始動する段階となった。 
本県の経済対策については、５月28日に県が策定した「新型コロナウイルス感染症経

済対応方針」に基づき、上記のような国や市町村の状況も踏まえながら、関係機関等と

連携し、県内における消費喚起や経済活動を再始動させる事業者の支援など、今の社会・

経済状況に対応した施策を講じていくこととする。 
 
  （１） 地域経済の再始動と更なる活性化に向けた取組 

      ① 応援消費プレミアム付商品券発行事業 

      県民の消費行動を促し県内小売業等の売上を回復させるため、市町村と連携し、

プレミアム付商品券を発行 

 

   ② みやざき商店街にぎわい回復事業 

   商店街等において、人を集め消費を促す取組と「新しい生活様式」にあわせた

感染防止対策を両立させたイベントの開催やプロモーションの実施 
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③ 旅して応援！旅行商品造成等支援事業 

貸切バス等を活用した県民のグループ旅行・日帰り旅行の拡大や隣県からの誘

客を促進するため、「新しい生活様式」に対応した旅行商品造成等を支援 

 

   ④ スポーツランドみやざき県内消費促進事業 

県内宿泊需要の喚起を図るため、主に県民によるスポーツ合宿やイベントの促

進を支援 

 

   ⑤ 「ひなたのチカラ」で経済再起プロジェクト 

民間企業等とも連携しながら、本県の観光や食などの魅力を集中的に発信する

プロモーションを実施 

 

 （２） 持続可能な経済・社会づくりを加速する取組 
   ① 地域中小企業等回復支援事業 

県内中小企業の業績回復や事業継続を図るため、販路回復・拡大やＩＣＴ活用

などの取組を支援 

 

   ② ものづくり支援基盤強化事業 

サプライチェーンの国内回帰等に対応するための機器を工業技術センターに導

入し、県内ものづくり企業の新製品開発等を支援 

 

   ③ 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 

輸出先の食品衛生基準やニーズに対応するための施設整備及び認証取得等の

取組を支援 

 

   ④ サプライチェーン対策等県内投資促進補助事業 

国内回帰する企業の進出など、県内への設備投資に対する支援 

 

      ⑤  ネットとフェアを活用した海外販路拡大支援事業 

     海外インターネット通販を活用した県産品のテスト販売やプロモーションを行

うとともに、海外の飲食店や量販店等でのフェアを開催 
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新型コロナウイルス感染症経済対応方針（概要）
（令和２年５月28日宮崎県新型コロナウイルス感染症緊急経済対策本部会議にて決定）

新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会のあり方にも新たな変化をもたらす可能性
コロナ収束後の本県のあり方については、今後、民間有識者等との意見交換を通じて
議論
本方針に沿って、引き続き感染拡大防止に努めながら、疲弊した社会経済活動の本格
的な再開と回復を図りつつ、関係団体や市町村と緊密に連携し、新たな時代における
本県経済のさらなる発展に向かってオール宮崎で前進

１. 現状認識（略）

４.当面の施策展開

２. これまでの取組（略）

口蹄疫からの再生・復興で培った、県民が共有する防疫の意識などを生かし、「新しい生活様
式」による感染防止対策を標準装備化し、いち早く経済の再始動につなげるプロセス（宮崎モ
デル）により、新たな変化や不測の事態にも対応できる持続可能な経済・社会づくり
はじめは県内での経済循環を中心とし、その後、九州内、国内外へと段階的な経済交流へ移行
感染拡大等が生じた場合などには、一時的な経済活動の収縮にも柔軟に対応

３. 今後の方針

・感染拡大防止の徹底と医療・検査体制の充実
・「新しい生活様式」の標準装備化とその実践

（１）感染拡大防止策による経済活動の基盤づくり

・生活・雇用の維持や人材育成確保のための支援
・地産地消による応援消費の促進と感染状況に応じた経済活動の段階的拡大
・地域経済を支える物流や公共交通網の維持、インフラ整備の推進
・中小企業・小規模事業者等への支援

（２）地域経済の再始動と更なる活性化に向けた取組

・県内産業の基盤強化や魅力向上への支援
・感染拡大リスクに対応した事業活動や企業への支援
・ICTを活用した学習活動や遠隔教育への対応

（３）持続可能な経済・社会づくりを加速する取組

・産業構造や国内外情勢の変化への対応
・観光需要等の回復に合わせた取込策の実施

５.収束に向けて希望の光を取り戻す 施策の方向性

・都市部からの移住受入れの促進
・安全・安心につながる社会基盤の形成

６.今後の展望
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令和２年６月現在　

市町村

家賃補助 売上げが前年比50％以上減少した中小企業の家賃補助 上限10万円

商品券 「おかえりニシタチキャンペーン」プレミアム商品券（33％）

給付金等 売上げが前年同月より減少した事業所への給付金 20万円

飲食 市がHPで紹介している宅配やテイクアウトを行う飲食店への助成金 5万円

給付金等 売上げが前年比25～50％減少した事業者への給付金 最大30万円

飲食 タクシーを使った宅配料支援（補助） 初乗り料金

給付金等 売上げが前年比25～50％減少した事業者への給付金 10万円

飲食・宿泊 売上げが前年比50％以上減少した宿泊・飲食サービス事業者への給付金 5万円

給付金等 売上げが前年比30～50％減少した事業者への給付金 10万円

飲食・宿泊 売上げが前年比50％以上減少した宿泊・飲食サービス事業者への給付金 10万円

給付金等 売上げが前年比30％以上減少した事業者への給付金 最大20万円

宿泊 宿泊施設の安全対策費の助成 最大50万円

商品券 「みんなで応援！飲食クーポン」プレミアム商品券（40％）

串間市 飲食・宿泊 売上げが前年比30％以上減少した宿泊・飲食サービス事業者等への給付金 10万円

給付金等 県小規模事業者事業継続給付金に上乗せ給付（宿泊・飲食サービスは除く） 10万円

飲食・宿泊 売上げが前年比30％以上減少した宿泊・飲食サービス事業者への給付金 10万円

売上げが前年比30％以上減少した商工業者への家賃補助（3ヶ月分） 6万円

上記事業者の賃料を減額した家主に対して減額分の一部を補助（3ヶ月分） 3万円

飲食サービス業テイクアウト等プレミアム商品券（20％）

子育て世帯へ商品券（1人5,000円）配布

その他 経営改善及び新ビジネス構築に取り組む小規模事業者への補助 最大100万円

飲食・宿泊 売上げが大きく減少している宿泊・飲食サービス事業者への給付金 10万円

商品券 市民に田の神さあ商品券（1人10,000円）配布

給付金等 売上げが前年比15％以上減少した事業者への給付金 10万円

家賃補助 売上げが前年比15％以上減少した事業者への家賃補助 上限5万円

商品券 未就学児を含む中学生以下の世帯に飲食店用商品券（1人3,000円）配布

給付金等 売上げが前年同一月比30％以上～50％未満減少した事業者への給付金 10万円

飲食・宿泊 売上げが前年に比べ減少した宿泊・飲食サービス事業者への給付金 10万円

宿泊 町内宿泊業者に宿泊者の宿泊料の一部を助成（2,000円／人・泊数等限度有）

飲食 飲食店への給付金 10万円

家賃補助 売上げが前年比50％以上減少した事業者への家賃補助（３か月間） 月3万円上限

飲食店向けテイクアウト用プレミアム商品券（40％）

中学生以下の世帯に商品券（1人5,000円）配布

給付金等 売上げが前年比20％～50％未満減少した商工業者への給付金 10万円

飲食 売上げが前年比20％以上減少した飲食店への給付金 10万円

商品券 町民に飲食店限定商品券（1人2,000円）配布

売上げが前年比20％以上減少した事業所への給付金

（宿泊・飲食サービス事業所は売上減少の要件なし）

給付金等 売上げが前年比30～50％減少した事業所への給付金 30万円

家賃補助 家賃補助 上限10万円

営業自粛・時短営業要請協力金（居酒屋20万円、スナック等30万円） 20・30万円

宿泊施設の損失補填 20万円

商品券 テイクアウト・デリバリー専用プレミアム商品券

給付金等 小売・飲食・宿泊業等への協力金一律給付 20万円

商品券 村民にかりこぼーず商品券（1人20,000円）配布

木城町 飲食・宿泊 宿泊・飲食サービス事業者への給付金 10万円

日南市

延岡市

小林市

高原町

市町村による商工業者支援の主な取組

西米良村

新富町

綾町

商品券

家賃補助

飲食・宿泊

西都市

三股町

国富町

商品券

えびの市

支援内容

宮崎市

高鍋町

都城市

10万円

日向市

給付金等
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市町村 支援内容

売上げが前年比30％～50％減少した商工業者への給付金 15万円

タクシー・代行・フィットネスジムへの給付金 30万円

飲食店に給付金（従業員数や店舗面積に応じて加算） 5万円＋加算

飲食店に追加で給付金（継続支援金） 10万円

商品券 中学生以下の世帯に商品券（1人10,000円）配布

その他 町内店舗等で購入した町特産品の送料を町が負担

事業者への一律給付 10万円

売上げが前年比30～50％減少した事業所への給付金 30万円

飲食 休業要請協力金（居酒屋、スナック等） 30万円

町民に商品券（1人2,000円）配布

小～高校生のいる世帯に商品券（1人10,000円）配布

給金等 売上げが前年比25～50％減少した事業者への給付金 最大20万円

商品券 町民にかどがわ応援商品券（1人5,000円）配布

その他 雇用調整助成金等の手続き経費の助成 上限10万円

給付金等 飲食関係・宿泊・小売等事業所等、影響があったと思われる商工業者への給付金 10万円

家賃補助 飲食関係事業所のうち店舗賃料の発生している事業所に対して賃料補助 上限18万円

商品券 村民に飲食店応縁商品券（1人5,000円）配布

給付金等 売上が前年同月比20%～50%未満減少の事業者へ給付金 最大50万円

宿泊施設に対する助成（宿泊者一人あたり） 5千円

宿泊クーポン発行（県外宿泊者用：割引券） 最大3千円割引

商品券 飲食店・小売店特化型プレミアム商品券（プレミアム率50％）（村単）

売上げが前年比50％以上減少した商工業者への給付金 20万円

売上げが前年比25～50％減少した商工業者への給付金 10万円

プレミアム商品券（プレミアム率20％）（町単）

飲食業者応援クーポン券（プレミアム率40％）

家賃等補助 売上げが20％以上減少した事業者への家賃や事業経費を補助 上限30万円

宿泊 売上げが20％以上減少した宿泊事業者に規模と、昨年の宿泊客を基に補助 上限なし

その他 雇用調整助成金等の手続き経費の助成 上限10万円

給付金等 売上げが前年比30％以上減少した宿泊・飲食・旅行事業者への給付金 10万円

家賃補助 売上げが前年比30％以上減少した事業者への６ヶ月分を家賃補助

商品券 町民に商品券（1人5,000円）配布

その他 雇用調整助成金等の手続き経費の助成 上限10万円

給付金等 売上が前年比20％～50％未満減少した町内の卸売・小売業者への給付金 10万円

飲食・宿泊 町内の宿泊業・飲食サービス業者への給付金 10万円

宿泊 町内の宿泊業者に対し宿泊者の宿泊料の一部を補助（一人あたり2,000円）

商品券 町民に商品券（1人5,000円）配布

その他 町外事業者からの失業者を雇用する町内事業所へ支援（一人あたり50万円）

五ヶ瀬町

商品券

高千穂町

給付金等

給付金等

椎葉村

商品券

美郷町

宿泊

諸塚村

日之影町

都農町

門川町

川南町 飲食

給付金等
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令和２年度補正予算個別事業

頁

¡ 議案第１号 令和２年度 宮崎県一般会計補正予算（第４号）

【新型コロナウイルス感染症対策に関するもの】

○新応援消費プレミアム付商品券発行事業････････････････････････ １３

○新みやざき商店街にぎわい回復事業････････････････････････････ １４

○新地域中小企業等回復支援事業業･･････････････････････････････ １５

○新ものづくり支援基盤強化事業････････････････････････････････ １６

○新食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業･････････････････ １７

○新サプライチェーン対策等県内投資促進補助事業････････････････ １８

○新旅して応援！旅行商品造成等支援事業････････････････････････ １９

○新 スポーツランドみやざき県内消費促進事業･･･････････････････ ２０

○新ネットとフェアを活用した海外販路拡大支援事業･･････････････ ２１

○新「ひなたのチカラ」で経済再起プロジェクト･･････････････････ ２２

【その他の事由によるもの】

○新就職氷河期世代活躍応援事業････････････････････････････････ ２３

企業立地基盤施設整備事業･･････････････････････････････････ ２４

○改「みやざきＭＩＣＥ」推進強化事業･･････････････････････････ ２５

¡ 議案第12号 令和２年度 宮崎県一般会計補正予算（第５号）

【新型コロナウイルス感染症対策に関するもの】

小規模事業者事業継続給付金････････････････････････････････ ２６

中小企業金融対策費････････････････････････････････････････ ２７
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[補正予算第４号]

○新応援消費プレミアム付商品券発行事業

商工政策課

１ 事業の目的・背景
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、県内経済は著しく低迷していることか

ら、経済の再始動に向けた取組を行うことで、県内経済を安定的な成長軌道に戻す必要
がある。そこで、県民の消費喚起を促すため、プレミアム付商品券発行事業を市町村と
連携して実施する。

２ 事業の概要
(1) 予 算 額 ９１７，１００千円
(2) 財 源 一般財源
(3) 事業期間 令和２年度
(4) 事業主体 市町村
(5) 事業内容

プレミアム付商品券発行事業（プレミアム率３０％）を行う市町村に対しプレミア
ム分と事務経費を補助する。
なお、実施に当たっては、市町村の実情に応じて柔軟に事業を構築する。

○ プレミアム率：３０％（例：1,000円×13枚つづりを10,000円で販売）
○ 発行総額 ：約５０億円（このうち、県と市町村のプレミアム分約11.5億円）
○ 発行時期 ：７月上旬以降順次発行

３ 事業の効果
プレミアム付商品券発行事業を市町村と連携して実施することで、県民の消費喚起を

促すとともに、本県経済の回復が図られる。

【事業スキーム】

【プレミアム付商品券のイメージ】
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○新みやざき商店街にぎわい回復事業

商工政策課

１ 事業の目的・背景

地域住民の生活やコミュニティを支える基盤である商店街への来客や事業者の売上げ

が減少しているため、商店街に人を集め消費を促すことで、地域経済の回復を進めると

ともに、感染拡大防止のための「新しい生活様式」に対応した商店街やイベントのモデ

ルを構築し、その成果を他の商店街に波及させる。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 １２，０００千円

(2) 財 源 国庫：８，０００千円

一般財源：４，０００千円

(3) 事業期間 令和２年度
(4) 事業主体 県
(5) 事業内容

商店街において、地域内外から人を呼びこみ消費を促す取組と「新しい生活様式」

にあわせた感染防止対策を両立させたイベントの開催やプロモーション活動を行う。

例）

・ 商店街の空きスペースを活用したオープンマルシェ、ドライブスルーマルシェ

・ 商店街でのプレミアム付商品券の消費拡大につながるイベント

・ イベント実施に加えて商店街全体が感染防止対策に取り組んでいることを示す

統一バナーフラッグを設置

３ 事業の効果

感染拡大防止のための「新しい生活様式」に対応した商店街やイベントのモデルを構

築し、その成果を他の商店街に波及させることで、地域経済の核となる新しい形の商店

街づくりを促進する。

【事業スキーム】
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○新地域中小企業等回復支援事業

企業振興課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、深刻な打撃を受けている県内経済を回復軌

道へ乗せていくため、県内中小企業等の業績回復や事業拡大に向けた取組を支援する。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ２６４，３２２千円

(2) 財 源 国庫：１７６，２１４千円

一般財源：８８，１０８千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 実施主体 公益財団法人宮崎県産業振興機構

(5) 事業内容

事業実施主体である公益財団法人宮崎県産業振興が実施する次の事業に補助する。

（補助率 １０／１０）

① 地域中小企業等回復支援補助事業

販路回復・拡大や新分野進出、ＩＣＴ活用などの企業の業績回復や事業拡大等の

取組に要する経費を補助

（間接補助率：最大３／４ 補助上限額１，０００千円）

② 企業再起サポート事業

企業ごとの課題やニーズに対応した専門家を派遣し、テレワークの導入や事業計

画の再構築などの取組を支援

３ 事業の効果

県内企業の業績回復を実現するとともに、新商品開発や新たな事業モデルの構築を創

出することにより、本県経済の早期回復を図る。
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○新ものづくり支援基盤強化事業

企業振興課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、サプライチェーンの国内回帰等に対応する

県内企業の技術的課題を解決するため、工業技術センターに新たな機器を導入し、県内

ものづくり企業の新製品開発等に対する技術支援体制を強化する。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ７０，０００千円

(2) 財 源 国庫：４６，６６６千円

一般財源：２３，３３４千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 実施主体 県

(5) 事業内容

工業技術センターに下記の機器を導入し、新製品開発等に取り組む県内企業に対し、

設備利用や共同研究等を通じた技術支援を行う。

【導入機器：Ｘ線ＣＴモデリングシステム】

複雑な形状の製品の寸法や内部構造を精密に測定・解析し、それらを基に３次

元の設計データを取得することができるため、企業の速やかな新製品開発等に大

きく寄与する。

３ 事業の効果

県内企業の新製品開発や生産性向上の取組を技術的に支援することにより、新型コロ

ナウイルス感染症に伴う需要の変化に迅速に対応し、本県経済の早期回復を図る。

○超精密レントゲン撮影による製品形状
の観察・測定

Ｘ線ＣＴモデリングシステム
対象物 ＣＴスキャン画像 モデリング

■工業部品各種
・内部構造の可視化
・非破壊検査
・製品の精密測定

■３次元データ化
・設計変更の工期短縮
・製品開発の効率化

モーター

【導入機器の活用例】

○上記に基づく3次元設計データの取得

16



○新食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業

企業振興課 食品・メディカル産業推進室

１ 事業の目的・背景

食品や飲料等を輸出するに当たっては、輸出相手先の食品衛生基準やニーズに対応す

る必要があり、そのための施設整備や認証取得等の取組を支援することで、県内企業の

食品等の輸出を促進する。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ８７，５４３千円

(2) 財 源 国庫

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 実施主体 食品製造事業者、食品流通事業者及び中間加工事業者等

(5) 事業内容

食品等の輸出に取り組む県内企業の以下の取組を支援する。(補助率 １／２)

・ 加工食品等の輸出拡大に必要な施設の新設及び改修、並びに機器の整備

・ ＨＡＣＣＰ等の認証取得及び適切な管理運用を行うための人材育成

①輸出拡大等に必要な設備、装置等 ②認証取得のためのコンサルティング
の新設・改修 及び定期講習会の実施

エアシャワー等の 食品異物（金属）
衛生管理設備 を検出する設備 防虫カーテン

３ 事業の効果

輸出に取り組む県内企業が輸出先のニーズに対応した体制を整備し、食品等の輸出を

促進することにより、県内食品製造事業者や農林漁業者等の売上増加が図られ、本県経

済の活性化に寄与する。
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○新サプライチェーン対策等県内投資促進補助事業

企業立地課

１ 事業の目的・背景
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、企業の設備投資については、今後停滞

することが懸念されている。その一方で、サプライチェーンの脆弱性が顕在化するなど
生産活動に影響が見られたことから、国内回帰を含め国内外での生産・事業体制の見直
しが進むことが考えられる。
このような状況を踏まえ、製造業や情報サービス業等が行う設備投資に対する支援措

置の充実を図り、本県への早期投資を促進する。

２ 事業の概要
(1) 予 算 額 ２００，０００千円

(2) 財 源 一般財源

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 民間企業

(5) 事業内容

① サプライチェーン対策（国外・県外から県内への移転進出）
（補助率 大企業１／３以内、中小企業２／３以内（上限５千万円）等）
国外・県外の製造拠点を新たに県内に移設する企業の投資経費等に対する補助

② 内製化による生産力向上投資対策（県内企業の増設）
（補助率 大企業１／３以内、中小企業２／３以内（上限５千万円）等）
県内企業が、国民が健康な生活を営む上で重要な製品や、国外・県外において製

造されている製品等を内製化するための生産拠点整備（ライン増設等）に対する補
助

３ 事業の効果
本県への企業立地・設備投資が促進されることにより、生産拠点の充実が図られ、経

済の活性化や雇用機会の創出等につながる。

（例）国外・県外にあった生産拠点を県内に移転進出

移管元（国外・県外）
移管先（宮崎）
生産拠点を宮崎県に
整備製品・部素材の供給ストップ

生産拠点の国内回帰

従来サプライチェーンの停滞
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○新旅して応援！旅行商品造成等支援事業

観光推進課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光関連産業は深刻な打撃を受けているこ

とから、旅行会社が取り組む「新しい生活様式」に対応した魅力的な旅行商品づくりを

支援し、応援消費等の拡大や観光入込客の回復による地域経済の活性化を図る。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ５９，７５０千円

(2) 財 源 国庫：３９，８３３千円

一般財源：１９，９１７千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 公益財団法人宮崎県観光協会

(5) 事業内容

① 応援消費旅行の拡大

県民対象の貸切バス等を活用した県内でのグループ旅行や日帰り旅行など、旅行

会社が取り組む新たな商品づくりを支援する。

② 隣県からの観光誘客

隣県からの宿泊旅行や日帰り旅行など、旅行会社が取り組む本県への送客に繋が

る新たな商品づくりを支援する。

３ 事業の効果

旅行会社の「新しい生活様式」に対応した商品づくりのノウハウの蓄積が図られると

ともに、県民の応援消費の拡大や隣県からの観光誘客を通じて、観光関連産業の事業回

復につながる。
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○新スポーツランドみやざき県内消費促進事業

観光推進課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くのスポーツ合宿やイベントが中止とな

っていることから、本県観光の強みである「スポーツ」を活用した特別対策を行うこと

で、落ち込んだ県内宿泊需要等の回復を図る。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ５５，５００千円

(2) 財 源 国庫：３７，０００千円

一般財源：１８，５００千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 公益財団法人宮崎県観光協会

(5) 事業内容

① アマチュアスポーツ合宿支援

県内で合宿を行う県内外のアマチュアスポーツ団体が民間宿泊施設を利用した

場合に、合宿経費の一部を支援する。

② スポーツイベント開催支援

県内外から多くの宿泊参加者が見込まれるスポーツイベントに対し、宿泊規模

に応じて開催経費の一部を支援する。

③ 推進事務費

広報経費、県観光協会事務費

※ 当面は、県民・隣県民のスポーツ合宿やスポーツイベントを主なターゲットと

して事業実施する。

３ 事業の効果

全国からの誘客が厳しい状況の中で、まずは県民や隣県をターゲットに、本県の

優れたスポーツ環境を活かした誘客対策に取り組むことで、県内宿泊需要の回復や

観光関連産業への波及による消費回復につなげることができる。

県
観
光
協
会

スポーツ団体

スポーツ
イベント主催者

新型コロナ
ウイルスに
より影響を
受けた宿泊
事業者

施
設
利
用

県内宿泊需要
の回復

観光関連産業
への波及に伴
う消費回復

経
費
の

一
部
支
援
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○新ネットとフェアを活用した海外販路拡大支援事業

オールみやざき営業課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、県内企業の輸出に係る取組が停

滞又は減速しているため、既存事業による見本市出展等の取組に加え、最終消費者の需

要喚起につながる取組を行い、県内中小企業の海外販路の維持・拡大を支援する。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 ３０，４３２千円

(2) 財 源 国庫：２０，２８８千円

一般財源：１０，１４４千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 県

(5) 事業内容

① 海外インターネット通販を活用した海外販路拡大支援事業

ジェトロが世界の主要なインターネット通販サイトに設置する特設サイト「Japan

Mall」を活用して、県内企業とサイト事業者とのマッチングを行い、県産品のテス

ト販売やプロモーションを行う。

※ 事業実施にあたっては、商談会やテスト販売の結果等を整理・分析し、各企業

へフィードバックすることで、その後の商品開発や販売戦略構築も支援

② グローバルネットワーク連携強化による海外販路拡大支援事業

これまでの事業で連携してきた海外の輸出関連企業や飲食店、量販店等の関係を

生かして、飲食店でのレストランフェアや量販店等での販売促進フェアを開催する。

※ 事業を実施する地域については、新型コロナウイルス感染症の収束状況を考慮

した上で２地域を選定

３ 事業の効果

県内企業の輸出の取組の維持・拡大や、新たな海外販路開拓の機会を創出することに

より、本県経済の停滞緩和や早期回復が図られる。

Japan Mall事業概要
（ジェトロ運営）

海外ECサイト 海外消費者
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○新「ひなたのチカラ」で経済再起プロジェクト

オールみやざき営業課

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている本県経済の再起につなげる

ため、県民に県産品や本県の観光等の魅力といった「ひなたのチカラ」を改めて知って

もらうプロモーションを展開するとともに、首都圏・大都市圏をはじめとする県外にお

いてプロモーションを展開することにより、県産品の消費拡大並びに交流人口の拡大を

図る。

２ 事業の概要

(1) 予 算 額 １０７，９９６千円

(2) 財 源 国庫：７１，９９７千円

一般財源：３５，９９９千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 県

(5) 事業内容

みやざき物産館ＫＯＮＮＥや県外事務所、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ、民間企業等

と連携し、国内各地域の新型コロナウイルス感染の収束状況を見つつ、県内及び県外

（南九州・福岡・関西・東京）において、豊かな県産品や観光の魅力等を発信するプ

ロモーションを展開する。

① 県内における「ひなたのチカラ」プロモーション

県民に県産品や本県の観光等の魅力といった「ひなたのチカラ」を改めて知って

もらうプロモーションを展開。

・商業施設等での県産品販売促進、観光等のＰＲイベントの開催

・県産品販売促進キャンペーンの実施

・路線バス等の県内公共交通機関を活用したＰＲ

② 県外における本県の魅力発信プロモーション

県外（南九州・福岡・関西・東京）において、本県の物産や観光・スポーツ文化

等の魅力を発信するプロモーションを展開。

・商業施設等（南九州・福岡・関西）での県産品販売促進、観光等のＰＲイベン

トの開催

・新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ及びインターネット等の活用による県産品販売促進

キャンペーンの実施

・新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ及び新宿サザンテラスを中心としたＰＲイベントの

開催

・航空機やカーフェリー等を活用したＰＲ

・ラジオ、テレビ番組における本県の魅力発信

３ 事業の効果

「日本のひなた宮崎県」のキャッチフレーズのもと、県を中心に官民一体となった「オ

ールみやざき」でプロモーションを展開することにより、県産品の消費拡大や本県交流

人口の拡大が図られ、本県経済の再起につなげることができる。
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○新就職氷河期世代活躍応援事業

雇用労働政策課

１ 事業の目的・背景
就職氷河期世代の方々のうち、正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働

く方、就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業の方等に対
して、関係機関が一体となって就労や社会参加に向けた支援を行う。

２ 事業の概要
(1) 予 算 額 ９，０４０千円

(2) 財 源 国庫：７，３４２千円
その他特定財源（宮崎県人口減少対策基金）：１，６９８千円

(3) 事業期間 令和２年度～令和４年度

(4) 事業主体 県、市町村

(5) 事業内容
労働局や市町村、経済団体、ひきこもり家族会などの当事者団体等と連携しながら、

支援対象者の個別の状況に応じ、就労や社会参加に向けたきめ細かな支援を行う。
① 地域プラットフォームの整備

県央、県北及び県西の圏域ごとに地域プラットフォームを整備し、関係機関相互
の情報を共有し、連携を強化する。

② ＳＮＳを活用したワンストップ相談体制の整備
支援対象者やその家族等が気軽に相談ができるよう、ＳＮＳを活用したワンスト

ップ相談体制を整備する。
③ 就職氷河期世代への理解促進セミナーの開催

ひきこもりや8050問題などをテーマとして、就職氷河期世代の社会参加促進に資
するセミナーを開催し、同世代を積極的に受け入れる機運の醸成を図る。

④ 市町村への助成（補助率 ３／４以内）
就職氷河期世代の支援に関し、地域の実情に応じた取組を実施する市町村に対し

て、必要な経費の一部を助成する。

３ 事業の効果
就職氷河期世代の方々のそれぞれの意欲や能力を生かした活躍が促進されるととも

に、県内企業における人手不足の解消や地域の活性化につながる。

23



企業立地基盤施設整備事業（用地買収費）

企業立地課

１ 事業の目的・背景

平成27年に宮崎フリーウェイ工業団地４区を購入した株式会社西安（本社:福岡

県）が、原油安等の影響により、プラスチック再生原料製造工場の進出計画を断念

したことから、更地の状態である同地の買い戻しを行う。

２ 事業の概要

(1) 補 正 額 ４４，５２９千円（補正後の額 ４９，１３８千円）

(2) 財 源 一般財源

(3) 事業内容 株式会社西安の進出計画の断念に伴い、宮崎フリーウェイ工業団

地４区を分譲価格と同額で買い戻す。

３ 事業の効果

同地の転売防止を図るとともに、工業用分譲用地として県が確保することにより、

新たな企業立地の促進を図る。

(株)西安
1.27ha

(株)芝田スプリング
製作所
0.61ha

(株)鹿祿
0.18ha

(株)ミート
インフォメーション
ネットワーク
0.50ha

(株)高嶺木材
7.16ha

(株)西輝物流
1.62ha

(有)四位農園
3.15ha

(株)
ビッグハウス

2.84ha

上水道
φ100

⑤
2.21ha

⑥
0.51ha

Ｎ

調整池

(株)コムテック
1.79ha

宮
崎
県
森
林
組
合

連
合
会

宮崎県森林組合
連合会 3.38ha

2.83ha
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○改「みやざきＭＩＣＥ」推進強化事業

観光推進課

１ 事業の目的・背景

ＭＩＣＥは、地域経済への波及効果が高く、参加する国際人材や企業・学会とのネッ

トワーク構築によるビジネス・イノベーションの機会創出や都市の認知度・ブランド力

向上に繋がるものであり、近年、国内の各都市でＭＩＣＥ誘致競争が激化する中、官民

連携により本県へのＭＩＣＥ開催を促進する。

２ 事業の概要

(1) 補 正 額 ６５，０００千円（補正後の額 １０７，３２２千円）

(2) 財 源 国庫：３２，５００千円

その他特定財源（県営電気事業みやざき創生基金）：３２，５００千円

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 実行委員会

(5) 事業内容

① ＭＩＣＥ推進体制強化事業

② ＭＩＣＥ受入体制充実・強化事業

③ ＭＩＣＥ誘致推進強化事業

④ ＭＩＣＥ開催支援事業

○改⑤ 国際ゴルフコンベンション開催事業

日本初開催となるアジア最大のゴルフツーリズムコンベンションの本県開催が決

定したことから、受入実行委員会に対して経費を負担する。

・名 称 アジアゴルフツーリズムコンベンション（AGTC2021）

・主 催 国際ゴルフツアーオペレーター協会（IAGTO）

・開催期日 令和３年４月２０日～２２日

３ 事業の効果

ＭＩＣＥの誘致を促進することは、国内外からの参加者による宿泊、飲食、交通、観

光等の経済・消費活動の裾野が広く地域経済への大きな波及効果が期待される。

また、ゴルフは、新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式にもマッチする観光

資源であり、国際ゴルフコンベンションの開催を機に、本県のゴルフ環境を世界に向け

て発信することで、国内外からの誘客に繋がるものである。
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[補正予算第５号]

小規模事業者事業継続給付金

商工政策課

１ 事業の目的・背景
今般、国が「持続化給付金」を創設し、売上が大きく減少した事業者への現金給付が

行われることとなっているが、特に厳しい経営環境に置かれ、国の基準よりも更に売上
げが減少している小規模事業者に対し、給付金を支給する。

２ 事業の概要
(1) 補 正 額 ５４２，５３３千円（補正後１，５５９，１８８千円）

(2) 財 源 一般財源

(3) 事業期間 令和２年度

(4) 事業主体 一般社団法人宮崎県商工会議所連合会、宮崎県商工会連合会

(5) 事業内容
ア 給付対象者

令和２年１月から４月までのいずれかの月において、前年同月比の売上高が７５
％以上の減収となっている小規模事業者

イ 事業期間
令和２年５月１日から８月３１日まで

ウ 実施方法
商工会議所・商工会が申請書を受理・審査し、各連合会が振込事務を実施

３ 事業の効果
特に厳しい経営環境に置かれた小規模事業者を下支えすることにより、事業継続を図

る。

４ 予算措置の状況

４月補正 ７０９，５７１千円（うち給付金 700,000千円、3,500者）
５月補正（専決）３０７，０８４千円（うち給付金 300,000千円、1,500者）
６月追加補正 ５４２，５３３千円（うち給付金 540,000千円、2,700者）

合 計 １，５５９，１８８千円（うち給付金 1,540,000千円、7,700者）
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中小企業金融対策費

商工政策課 経営金融支援室

１ 事業の目的・背景

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援する

ため、新型コロナウイルス感染症関連の融資限度額を引き上げるとともに、資金需要に

対して、十分な融資枠を確保する。

２ 事業の概要

(1) 補 正 額 ６，４０９，０００千円（補正後の額４２，５９４，６０７千円）

(2) 財 源 国庫：２６６，０００千円

中小企業融資制度貸付金元利収入：６，０００，０００千円

一般財源：１４３，０００千円

(3) 事業内容

５月１日に創設した全国統一要件の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資

限度額を現行の3,000万円から4,000万円に引き上げ、県独自の「新型コロナウイルス

感染症緊急対策貸付」と併用する場合の融資限度額を現行の5,000万円から6,000万円

に引き上げる。

また、新型コロナウイルス感染症関連の融資枠を1,000億円に拡大する。

① 中小企業融資制度貸付金 （６，０００，０００千円）

県融資制度の運用に必要な原資の一部を金融機関に預託する。

② 中小企業金融円滑化補助金 （ １４３，０００千円）

信用保証制度の基準保証料と県融資制度の保証料との差額分を県信用保証協会に

補助する。

③ 信用保証協会損失補償金 （ 債務負担行為の変更）

信用保証協会が代位弁済した額から保険金等を差し引いた額の1/2相当分を補償

④ 中小企業融資制度利子補給 （ ２６６，０００千円）

金融機関への委託により国庫を財源とした事業者への利子補給事業を行う。

３ 事業の効果

県融資制度を活用する中小企業の負担軽減を行い、円滑な資金繰りを支援することに

よって、事業の継続が図られる。

【事業スキーム】

利子補給委託

補
助
金

補助金補助金

中小企業者県
金融機関

中小機構 国

信用保証協会

全国信用保証
協会連合会

原資預託

保証料補助・損失補償

信用保証

保証料補助

利子補給

融資

元利金返済
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○コロナ関連貸付の融資限度額引上げ

○新規融資枠の推移

○コロナ関連の融資実績

  ＋1，000万円

新型コロナ
対応資金

（上限3,000万円）

【 現 行 】 【７月１日以降】

融資上限6,000万円

新型コロナ
緊急対策貸付

（上限2,000万円）

県が保証料負担
（15市町が利子補給）

融資上限5,000万円

新型コロナ
緊急対策貸付

（上限2,000万円）

新型コロナ
対応資金

（上限4,000万円）

国が利子補給、
保証料負担

【当初予算】 【４月補正後】 【６月追加補正後】

総融資枠６１１億円 総融資枠６４３億円 総融資枠１，１５５億円
うちコロナ関連５０億円 うちコロナ関連３４０億円 うちコロナ関連１，０００億円

新型コロナ
対応資金
２６０億

その他貸付
１５５億

新型コロナ
緊急対策貸付

５００億

新型コロナ
対応資金
５００億

その他貸付
５６１億

新型コロナ
緊急対策貸付５０億

その他貸付
３０３億

新型コロナ
緊急対策貸付8０億

【速報値】（単位：件、千円）
対応資金(5/1～) 緊急対策貸付(3/13～) 計

件数 － 59 59
金額 － 708,800 708,800
件数 － 557 557
金額 － 7,959,230 7,959,230
件数 883 927 1,810
金額 11,060,570 16,199,320 27,259,890
件数 883 1,543 2,426
金額 11,060,570 24,867,350 35,927,920

３月

４月

５月

計

区 分
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Ⅱ 報告承認事項
専決処分の承認

○ 報告第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）

(令和２年５月１５日 専決)

１ 小規模事業者事業継続給付金の補正（商工政策課）

（ア） 補正前の額 ７０９，５７１千円

補 正 額 ３０７，０８４千円

補正後の額 １，０１６，６５５千円

（イ） 補正の理由 申請が当初の見込みを上回り、増額が必要となったため

（ウ） 財 源 一般財源
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Ⅳ その他報告事項

宮崎カーフェリー株式会社の経営状況等について

総合交通課
商工政策課 経営金融支援室

１ 概 要
宮崎港・神戸港間のフェリー航路を運行する宮崎カーフェリー株式会社は、長期的な

航路維持のため、昨年１２月に新船建造契約を締結し、現在設計作業を進めている。
県としては、本県経済における当該航路の重要性を踏まえ、新船建造費に対する貸付

支援を行うこととしている。

２ 経営状況
（１）輸送量

貨物については、働き方改革に伴う荷主の土日完全休業の増加や、輸送ルート変更
（平成３０年度の西日本豪雨による一時的な輸送量増加分の減少）等により、また、
旅客については、新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、前年度に比べ輸送
量が減少している。

Ｈ30年度 Ｒ元年度 増減内容等

便 数 ６８８便 ６９６便 ＋8便(ドック欠航減+４便、台風等欠航減＋２便、閏年＋２便)

貨 物 70,971台 66,353台 △4,618台(1便当たり △8台)
(1便当たり) (103台) (95台)

利 用 者 179,375人 174,433人 △4,942人(1便当たり △10人)
(1便当たり) (261人) (251人)
【内訳】旅客 136,439人 132,343人 △4,096人

ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 42,936人 42,090人 △ 846人

（２）収支状況 （単位：百万円）

損益計算書 ※1 Ｈ30年度 Ｒ元年度(見込) 主な増減理由

売上高 ５，９０７ ５，６０９ 貨物運賃収入の減

貨物運賃収入 ４，２０５ ３，９６６

旅客運賃収入 １，３４５ １，３００

営業費用 ５，２８９ ５，３４７ 燃料費の増、船費の増

燃料費 １，９３３ １，９６４

営業利益 ６１８ ２６２

経常利益 ５６０ １９２ 運賃収入の減、燃料費の増

償却前営業利益※2 １，３２０ ９６３

※1 宮崎カーフェリー(株)、(株)マリンエージェンシーの合算
※2 会社の資金繰りを示す指標
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３ 新船の基本スペック等

（１）基本スペック

項 目 現 船 新 船（見込）

全長×幅 170m×27m 約194m×27.6m

総トン数 11,933ﾄﾝ,11,931ﾄﾝ 約14,300ﾄﾝ

航海速力 23.5ﾉｯﾄ 23.1ﾉｯﾄ

トラック積載台数 130台(12m換算) 163台(12m換算)
電源101台分 電源130台分
ｵｰﾄﾗｯｼﾝｸﾞ装置なし ｵｰﾄﾗｯｼﾝｸﾞ装置あり

乗用車積載台数 85台 81台

旅客定員 690名 576名
(大型ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ108名含む) (大型ﾄﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ130名含む)

客室仕様 二等、二等寝台が中心 特等・ｼﾝｸﾞﾙを増やし、個室化

スクラバー なし あり

（２）船体の安全対策（損傷時復原性確保）

船舶の安全性に関する国際条約の発効に伴い、船体に設けるべき区画要件を定めた

「船舶区画規程（昭和27年運輸省令第97号）」が昨年１２月に改正され、今年１月以

降に建造契約が締結された旅客船に関する「損傷時復原性基準※」が強化されたとこ

ろ。

宮崎カーフェリー新船に係る契約は昨年中の締結であり、改正前の基準が適用され

るものの、規制強化後の基準を可能な限り充足するよう、損傷時に船体傾斜を軽減す

る装置の導入等を検討している。

※ 座礁・衝突等により損傷箇所から浸水した場合に、船舶の転覆・沈没を防ぐための構造基準

４ 今後のスケジュール

内 容
時 期

１隻目 ２隻目

令和２年１２月 起 工

３年 ４月 起 工

１０月 進 水

４年 ３月 進 水

５月 就航（県貸付）

１０月 就航（県貸付）
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令和元年度の企業立地の状況について

企業立地課

１ 企業立地の目標と実績

目標：元～４年度 実績：元年度 達成率

企業立地件数 １５０件 ４７件 ３１％

うち県外新規 ５０件 １６件 ３２％

最終雇用予定者数 ５,０００人 １,１７７人 ２４％

２ 業種毎の立地件数・雇用者数の推移（過去５年度）

３ 令和元年度の企業立地の主な特徴

(1) 製造業
① 件数は２２件で前年並みとなった。うちフードビジネス関連は６件と引き続
き堅調な立地が進んでいる。

② 地域的には、宮崎市が５件、都城市が４件、日向市が３件など、立地地域は
１１市町となった。

③ 宮崎フリーウェイ工業団地において、２区画(計6.2ha)を宮崎県森林組合連
合会（林産物流通センター）に分譲し、工業団地の利用率が90%を超えた。

④ 米中貿易摩擦の影響で需要が冷え込み、企業の投資意欲の減退が見られ、県
外新規が１件となった。また、新型コロナウィルスの世界的感染拡大により、
今後、需要の低迷、物流の混乱による企業立地への影響が懸念される。

(2) 情報サービス産業
① 件数が２３件となり、そのうち県外からの新規立地が１５件と好調に推移し
た。

② 地域的には、宮崎市が１８件と大部分を占めたほか、えびの市では初となる
コールセンターが立地した。

③ 地域活性化に寄与することを目指し、延岡市のＩＴ企業が旧北方小学校舎に
オフィスを増設したり、アイルランドのフィンテック企業が宮崎市にコールセ
ンターを新設した。

23件 (5) 23件 (4) 20件 (3) 19件 (4) 22件 (1)
694人 (241) 944人 (593) 941人 (537) 588人 (333) 427人 (11)
10件 (3) 10件 (1) 7件 (0) 9件 (2) 6件 (0)
244人 (85) 182人 (40) 107人 (0) 181人 (48) 136人 (0)
20件 (15) 21件 (18) 18件 (16) 21件 (14) 23件 (15)

1,134人 (703) 826人 (754) 839人 (686) 793人 (469) 732人 (470)
3件 (0) 4件 (1) 7件 (1) 2件 (1) 2件 (0)
41人 (0) 37人 (16) 189人 (25) 50人 (35) 18人 (0)
0件 0件 0件 0件 0件
0人 0人 0人 0人 0人
1件 1件 1件 0件 0件
25人 8人 51人 0人 0人
47件 (20) 49件 (23) 46件 (20) 42件 (19) 47件 (16)

1,894人 (944) 1,815人 (1,363) 2,020人 (1,248) 1,431人 (837) 1,177人 (481)
※( )内は県外新規立地

R1

合計

本社機能強化

試験研究機関

H30

製造業

フードビジネス関連

流通関連業

情報サービス産業

H27 H28 H29
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企業立地課
（令和２年３月３１日現在）

企　業　名 市町村 本社

㈱上沖産業
令和元年6月5日認定

㈱キャスター
令和元年6月21日認定

㈱イーステムコミュニケーションズ
令和元年7月9日認定

グローバルテクノロジー宮崎㈱
令和元年7月12日認定

九州丸和林業㈱
令和元年7月16日認定

菅公学生服㈱
令和元年7月19日認定

ミツワハガネ㈱
令和元年7月31日認定

㈱コウェル
令和元年8月5日認定

都城運輸㈱
令和元年8月8日認定

㈱石原工業
令和元年8月23日認定

協栄木材㈱
令和元年8月29日認定

㈱ＮＯＷＨＥＲＥ
令和元年9月2日認定

㈱中央運送
令和元年9月20日認定

㈱ワークポート
令和元年9月27日認定

㈱コドモン
令和元年10月10日認定

㈱アキタ製作所
令和元年10月16日認定

㈱１０バトン
令和元年10月21日認定

㈱フォースリー
令和元年10月28日認定

㈱キョーリツ
令和元年10月31日認定

㈱ゼテックス
令和元年11月6日認定

㈱ミートクリエイト
令和元年11月8日認定

センコービジネスサポート㈱
令和元年11月12日認定

㈱ミツトヨ
令和元年11月29日認定

農事組合法人ＥＣＯマッシュ
令和元年12月6日認定

㈱山内システム
令和元年12月13日認定

㈱電子広告社
令和元年12月17日認定

令和元年度の立地企業の状況について

東京都

同左

東京都

東京都

同左

東京都宮崎市

インターネット広告関連の記事ライティング、データ分析・管
理、市場調査業務等

食肉及び食肉加工品の製造(50)

宮崎市

※

延岡市

同左

同左

東京都

同左

延岡市

情報サービス産業
トレーディングデスク、ＤＭＰコンサルティング、チャットボット
構築支援業務

(37)
ソフトウェアの受託開発、自動制御装置及びロボットシステム
の設計、製作

菌床ブロック、乾燥椎茸、加工椎茸の製造

(13)

(10)

5

9

10

6

都城市製造業

20

製造業

製造業

情報サービス産業

製造業

22 ※

23

29 (39)

(21) シリンダーゲージ（内径測定器）の製造

(5) 一般産業用機械装置製造・部品加工・組立

神奈川県

えびの市

21 ※ 都城市

⑮

6 (45)

19

⑰ 宮崎市
ＣＧデザイン、動画広告の制作・運用、企業・店舗用プロモー
ション動画の制作

⑱

9 (29)
コールセンター業務（こども施設向けＩＣＴシステム「コドモン」
の運営、カスタマーサポート）

宮崎市

日向市 4 (8) 産業用機械装置の製造16

⑭

13 ※流通関連業

情報サービス産業

都城市 5 (5) 配送車両等の保守、整備、修理業務

宮崎市 10 (45) コールセンター業務（転職相談予約受付、求人票審査等）

同左

東京都

西都市

日南市 15 (23) 米国向けフェンス用材の製材等

1 (7) 木材・木製品製造業（製材、乾燥、加工）鹿児島県

都城市12

11 ※製造業

製造業

都城市

西都市 4 (11) 搬送機械装置の製造、据付、修理等

6 (13) 貨物の保管及び輸配送業務同左

大阪府⑩

9 ※流通関連業

製造業

延岡市

宮崎市 14 (14)
WEBシステム・スマホアプリ開発、ソフトウェアテスト、システム
運用支援等

同左

東京都⑧

7 ※製造業

情報サービス産業

えびの市

都城市 6 (12) 製品の一時保管、セット組及び配送業務

宮崎市

岡山県6 ※

5 ※

製造業

製造業

1 ※

宮崎市

三股町

③

2 ※

④

都城市

宮崎市情報サービス産業

情報サービス産業

情報サービス産業

製造業 7 (16) 野菜漬物等の製造

8 (54) オンラインアシスタントサービス「CasterBiz」の運営

30 (50)

1 (13)
スマホアプリ・ソフトウェア、Webシステム（ECサイト等）の開発
等

5

コールセンター業務（カスタマーサポート等）

コールセンター業務（コインパーキング管理）

日南市 5

宮崎市

業　種 事　業　内　容

(5) 木材チップ・用材の製造及び販売

6 (30) 航空機降着装置機械加工部品等の製造

データ入力代行業務、コールセンター業務（カスタマーサービ
ス業務等）

同左

東京都

東京都

東京都

雇用予定

6

※

3

情報サービス産業

製造業

情報サービス産業

情報サービス産業 宮崎市

(19)

(40)

⑳ 情報サービス産業

情報サービス産業

24 ※

25 ※

㉖
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企　業　名 市町村 本社

㈱コムテック
令和元年12月20日認定

㈱サポータス
令和元年12月23日認定

㈱デイリーマーム
令和元年12月26日認定

SATT九州㈱
令和2年1月16日認定

服部プロセス㈱
令和2年1月23日認定

㈱オロ宮崎
令和2年1月23日認定

㈱システムシェアード
令和2年1月27日認定

ＷＡＳＨハウス㈱
令和2年1月30日認定

東郷メディキット㈱
令和2年2月3日認定

㈱共立電機製作所
令和2年2月14日認定

あさひ生コン㈱
令和2年2月25日認定

㈱ペルテ
令和2年2月28日認定

㈱Vitalize
令和2年2月28日認定

㈱ミヤチク
令和2年3月4日認定

㈱日向屋
令和2年3月4日認定

Global Shares Japan㈱
令和2年3月13日認定

㈱コバテック
令和2年3月18日認定

㈱東通メディア
令和2年3月18日認定

MANGO㈱
令和2年3月18日認定

株式会社リブ
令和2年3月18日認定

住友金属鉱山㈱、㈱日向製錬所
令和2年3月18日認定

計47件 413 (1,177)
（１）番号の○印は県外新規、□印は大型案件 （４）親会社がある場合の本社欄には、親会社の所在地を記載
（２）業種欄の※は増設
（３）雇用予定の（ ）内は最終雇用予定数

4 (12) 野菜加工品、カット野菜の製造及び販売

30 情報サービス産業 ※ 宮崎市 東京都 4 (30) ソフトウェアの設計開発業務

兵庫県

東京都

東京都

同左

東京都

同左

日向市
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27 製造業 ※

㉘ 情報サービス産業

29 製造業 ※

雇用予定

高原町 同左 3 (5) 畜産用飼料の製造

都城市 東京都 51 (74) FileMakerプラットフォームを活用したシステム開発業務

高鍋町 宮崎市

37 生コンクリート製造販売

業　種

食肉及び食肉加工品の製造

(50)

人工透析用留置針、カテーテルイントロデューサーの組立及
び梱包

印刷物及びＷＥＢ広告等の作成に係るデータ入力、加工業務
等

日向市 16

(33)
運用型デジタル広告オペレーション事業（運用・管理・レポート
作成・アドミニストレーション業務）

宮崎市 1

(23) 加工食品の製造

(15)

事　業　内　容

0 (25)

宮崎市 2

宮崎市 5

(16)
ニッケル新規製造プロセスのパイロット試験（試験後はニッケ
ル原料の製造を行う予定）

製造業

45 宮崎市 5※

※

情報サービス産業 東京都

東京都47

㊻ 情報サービス産業 宮崎市 東京都 6

44 宮崎市 6 (16) 顧客管理システムの企画・運用、通販企業のBPO業務

(35)43 都城市 20※

※

自動車部品製造（燃料噴射装置用部品等）愛知県

東京都

製造業

情報サービス産業

(28) コールセンター業務（株式報酬管理システムの顧客サポート）

41 門川町 3※

都城市

同左

東京都

※

情報サービス産業㊷

40 宮崎市

㊴ 宮崎市 10

情報サービス産業 ※ 東京都

東京都 ソフトウェア開発、システムコンサルティング業務

(20) 業務用パッケージソフトウェアの企画、開発及び保守

※製造業

36 宮崎市 22 (82)
高効率型配電盤装置及び高効率型省エネ関連製品の開発
製造

35 日向市 2 (10)※製造業

製造業 ※

34 宮崎市 4 (6) 洗剤及び柔軟剤の製造

情報サービス産業

製造業

延岡市 2 (10) ソフトウェアの受託開発業務㉝

32 宮崎市 6 (33)
クラウドソリューション事業、デジタルトランスフォーメーション
事業、コーポレート支援事業

※

情報サービス産業

情報サービス産業

㉛ 宮崎市 11 (30)

(10)
コールセンター業務（自社サービスへの求職者・転職意向者
の登録、利用促進及び企業への案内）

情報サービス産業

製造業

製造業
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県営国民宿舎等の次期指定管理候補者の選定について

観光推進課

１ 現在の管理運営状況：県営国民宿舎えびの高原荘

県営えびの高原スポーツレクリエーション施設

（１）施設の概要

○設置目的 国民の健全なレクリエーションと健康増進に資する。

○指定管理者 宮交ショップアンドレストラン株式会社

○指定期間 平成28年４月１日から令和３年３月31日（５年間）

（２）施設利用状況 （単位：人）

区 分 H28 H29 H30 R1

宿泊者数 11,973 11,188 8,043 8,756

温泉利用者数 20,682 17,188 15,099 20,519

スポレク入場者数 34,600 31,306 38,086 27,521

（３）施設収支状況 （単位：千円）

区 分 H28 H29 H30 R1

収 入 232,578 213,951 179,025 188,360

宿泊等売上 135,181 125,147 82,270 100,505

スポレク施設売上 54,828 42,924 62,668 45,727

その他収入 42,569 45,880 34,087 42,128

支 出 243,381 238,808 204,286 225,094

県納付金 15,432 15,444 0 15,587

人件費 89,117 86,481 79,400 83,889

仕入材料費 43,112 41,453 35,536 40,663

管理・事務費等 95,720 95,430 89,350 84,955

収支差額 -10,803 -24,857 -25,261 -36,734

（４）利便性やサービスの向上等に関する主な取組

無料送迎バスの運行やトレッキングプラン、スケートプランなど季節に応じた

宿泊プランの造成等を行った。

（５）評価

安全・危機管理対策の徹底や十分な管理体制の確保についてなど概ね適正な管

理運営が行われているが、硫黄山、新燃岳の活発な活動と県道１号の通行止めと

いった自然災害に起因する影響等により厳しい収支状況となっている。
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２ 現在の管理運営状況：県営国民宿舎高千穂荘
（１）施設の概要

○設置目的 国民の健全なレクリエーションと健康増進に資する。
○指定管理者 宮交ショップアンドレストラン株式会社
○指定期間 平成28年４月１日から令和３年３月31日（５年間）

（２）施設利用状況 （単位：人）
区 分 H28 H29 H30 R1

宿泊者数 14,822 17,038 17,185 16,222
会議・宴会利用者数 3,929 5,548 4,010 2,635

（３）施設収支状況 （単位：千円）
区 分 H28 H29 H30 R1
収 入 238,060 270,994 249,410 229,631

宿泊等売上 172,323 204,131 185,729 175,826
レストラン売上 42,051 44,287 39,789 37,259
会議・宴会等売上 23,686 22,576 23,892 16,546

支 出 294,780 298,861 301,896 282,980
県納付金 38,124 38,124 38,124 38,477
人件費 88,739 86,605 83,344 78,493
仕入材料費 59,952 65,536 60,222 53,022
管理・事務費等 107,965 108,596 120,206 112,988
収支差額 -56,720 -27,867 -52,486 -53,349

（４）利便性やサービスの向上等に関する主な取組
無料送迎バスの運行、団体向け昼食プランの提供、夜神楽鑑賞付き宿泊プラン

の造成等を行った。

（５）評価
安全・危機管理対策の徹底や十分な管理体制の確保など概ね適正な管理運営が

行われているが、熊本地震の影響や周辺の競争環境の変化等から厳しい収支状況
となっている。

３ 第４期の募集方針について
（１）業務の範囲（第１期、第２期及び第３期と同様）
① 施設の利用に関する業務（利用料金の収受を含む。）
② 施設の維持及び保全に関する業務
③ 施設に係る事業計画、決算等の業務

（２）指定期間
令和３年４月１日から令和６年３月31日（３年間）

（３）納付金額
宿泊等売上を指定管理者自らの収入とすることができる利用料金制を採用

① 基本納付金年額 えびの高原施設 0円
高千穂荘 0円

② 追加納付金額 （収入－支出）×1/2円
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（４）募集概要

① 募集期間 令和２年７月２日～９月３日（２ヵ月間）

② 募集広報 県公報、県庁ホームページのほか、新聞・テレビ、ラジオ等で広報

③ 現地説明会の開催、質問対応による情報の提供

（５）資格要件

① 宮崎県内に事業所又は事務所を有するなど、県内に責任者等を配置し、緊急時

等にも迅速に対応できる体制が整備されている、又は整備すること。

② 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する一般競争入札の欠格事由に該当し

ない者であること、等

（６）選定

① 審査の流れ

書類審査 資格要件の適否、その他の形式的要件について書類審査を行う。

選定委員 指定管理候補者選定委員会が、ヒアリングを実施した上で、申請

会による 書類につき、選定基準及び審査項目に則って、審査を行い、指定

審査 管理候補者を選定する。

選定会議 選定委員会の審査結果を、施設所管課において選定基準等に基づ

による確 き評価した結果と照らし合わせ、候補者（案）が異なっていない

認 かを確認する。

※指定管理候補者選定会議の確認後、県が指定管理候補者を選定する。

② 指定管理候補者選定委員会委員

役職 氏名 所属等

委員長 田爪 広志 宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合 事務局長

海野 理香 税理士

委 員 竹井 倫世 前宮崎県観光審議会委員

吉留 伸也 えびの市観光商工課長

山下 正弘 高千穂町企画観光課長

③ 指定管理候補者選定会議

議 長 商工観光労働部長

副議長 観光経済交流局長

商工政策課長

委 員 観光推進課長

行政改革推進室長

（７）選定基準

① 利用者の平等な利用が確保されていること。

② 施設の効用を最大限に発揮する事業計画であること。

③ 施設の管理運営にかかる経費の削減が図られる事業計画であること。

④ 事業計画を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理運営に関する能力

を有するものであること。

⑤ 地域への貢献及び地域との連携を考慮した事業計画であること。
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（８）審査項目・配点

選定基準 審査項目 配点

平等な利用の確保 施設運営に関する基本方針 10

県が示した管理基準に対する理解及び対応

管理運営上の現状と課題への認識

施設の効用を最大限 利用者サービスの向上に関する提案 36

発揮する事業計画 利用者満足度把握や苦情・要望対応、運営改善

への反映

利用者増への取り組みに関する提案

指定管理者の業務に対する意欲

施設等の維持管理の的確性

経費の削減が図られ 管理業務の効率化と経費の削減に関する計画 6

る事業計画 業務遂行のための適切な経費の積算

事業計画を確実に実 必要な体制の確保（組織・人員・責任体制） 40

施するための管理運 職員の能力育成

営能力 継続的に安定した管理運営が可能な財政的基礎

過去の類似事業の実績、評価

事業計画と収支計画の具体性、的確性、実現可

能性

施設及び設備の修繕等の負担区分への対応

リスク管理と責任分担区分への対応

個人情報保護、情報公開等への対応

安全管理、危機管理への対応

内部モニタリングの実施

地域への貢献、連携 環境保全への対応 8

の考慮 地域経済等への配慮

障がい者等への就労等への対応

合 計 100

４ 今後のスケジュールについて

６月４日 第１回選定委員会

（第３期の実績検証、第４期の募集要領等の検討）

７月２日～９月３日 募集期間

９月中旬 指定管理候補者選定 書類審査

９月下旬 第２回 指定管理候補者選定委員会による審査

１０月上旬 指定管理候補者選定会議による確認

１０月中旬 指定管理候補者の選定

１１月定例県議会 指定管理者指定議案等の提出

議決後 指定管理者の指定

３年１～３月 基本協定の締結・業務の引継

３年４月１日 新指定管理者による業務開始
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株式会社ダーバン宮崎ソーイングについて

雇用労働政策課

企 業 立 地 課

１ 会社概要

(1) 名 称 株式会社ダーバン宮崎ソーイング

(2) 所在地 日南市北郷町郷之原字南上床乙3663番地

(3) 設 立 昭和49（1974）年２月８日

(4) 資本金 50,000千円

(5) 従業員 136名

２ これまでの経緯

日 付 内 容

令和２年５月15日 株式会社レナウンの子会社である株式会社レナウンエージェ

ンシーが、東京地方裁判所に株式会社レナウンへの民事再生

法の適用を申請し、同日付けで再生手続の開始決定を受ける。

６月５日 株式会社ダーバン宮崎ソーイングが東京地方裁判所に民事再

生法の適用を申請し、同日付けで再生手続の開始決定を受け

る（負債総額は約３億9,100万円）。

６月10日 ６月９日に同社より日南市に対し、全社員136名を７月５日

付けで解雇するとの連絡があったことから、日南市が「ダー

バン関連総合支援相談窓口」を設置。

６月11日 日南市、宮崎労働局、県などの関係機関が出席し、「ダーバ

ン関連総合対策連絡会議」が開催される。

３ 民事再生手続の流れ

裁判所への再生手続申立。再生手続開始決定

↓

スポンサーの選定作業

↓

再生計画案の策定

↓

裁判所へ再生計画案を提出

↓

債権者が議決権行使

↓

再生計画認可

↓

再生計画の遂行

↓

民事再生の終結決定


